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2022 年度 第 1 回 6 月 

京大本番レベル模試 

日本史・採点基準 

単答問題部分 

◆単答問題・共通の原則◆ 
① 漢字で書くべき用語（語句）のひらがな表記には得点を与えない。 

また，ひらがなで書くべき用語（語句）の漢字・カタカナ表記，カタカナで書くべき用語（語句）の漢字・ひらが

な表記にも得点を与えない。漢数字を含む用語（語句）について算用数字をもちいた表記にも得点を与えない。 

② 判読しにくい文字についてはできるかぎり善意に解釈して採点する。 

③ 部分点は設けない。 

④ 「漢字○字で」と指示した設問に対して『』を加えて字数を一致させた答案を示した場合，『』は漢字ではないなど

の理由から不正解とする。 

  事例） 「漢字５字で」…   ○建武年間記  ×『建武記』 
 

Ⅰ 古代・中世・近代の史料問題（１点×18＝18点）  

＊許容解など 

特になし。 

Ⅱ 原始～現代の総合問題（１点×20＝20点） 

＊許容解など 

 「最も適当な語句を記せ。」という指示が明示されているため，原則別解なし。 

Ⅲ Ａ沖ノ島の祭祀，Ｂ文覚と明恵，Ｃ近世の富士山（１点×29＝29点） 

＊許容解など 

特になし。 

ア～ソは「最も適当な語句を記せ。」という指示が明示されているため，原則別解なし。  
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論述問題部分 
◆論述問題・共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものは太字・アミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下

線□□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内に示した事項

に内容が反していないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字を含む表記，②漢字で記すべき語句のひら

がな・カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，原則として当該加点要素の配点から漢字

1 文字分につき１点減点とする。同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞれを減点

の対象とするのではなく，まとめて１点減点とする。④脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点とする。 

３．設問によっては加点要素の合計が配点を超えている場合がある。ただし，各問とも配点を満点としてこれを超える得

点は与えない。 
４．制限字数を超過した答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案上に必ずしも明示されていなくても良い 

２.<    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案上に必ずしも明示されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」 

 

Ⅰ 古代・中世・近代の史料問題（１点×２＝２点） 

Ｂ (9) 

◆加点要素の合計１点→１点満点◆ 
◎相続形態 

a 分割相続から単独相続へ変化した ………１点以内 

Ｃ (17)(い) 

◆加点要素の合計１点→１点満点◆ 
◎高橋是清 

a 二・二六事件で殺害された ………１点以内 

 

Ⅲ Ａ沖ノ島の祭祀，Ｂ文覚と明恵，Ｃ近世の富士山（１点×１＝１点） 

Ｃ (11) 

◆加点要素の合計１点→１点満点◆ 
◎バテレン追放令 

a <キリスト教国の商人との>貿易は奨励していた ………１点以内 
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Ⅳ 班田収授法と土地政策の変遷，特高の歴史（15点×２＝30点） 

 
(1) 班田収授法と土地政策の変遷（古代） 

◆加点要素の合計１５点→１５点満点◆ 

◎律令制下の土地制度 

a 班田収授法 ………２点以内 

b ６年ごとに作成された戸籍にもとづいて６歳以上の者に口分田を与える制度 ………３点以内 

◎720年代に打ち出された土地政策 

c 人口増加による口分田の不足に直面したことから打ち出された ………１点以内 

d 長屋王のもとで打ち出された ………１点以内 

e 百万町歩の開墾計画が立てられた ………１点以内 

f 三世一身法が出された ………１点以内 

◎740年代に打ち出された土地政策 

g 聖武天皇の時代に打ち出された ………１点以内 

h 墾田永年私財法が出された ………１点以内 

i 東大寺などによる初期荘園の形成を促した ………２点以内 

◎760年代・770年代に打ち出された土地政策 

j 道鏡のもとで寺院を除いて開墾が一時禁止されたがその失脚後に再び開墾と永年私有が認められた 

  ………２点以内 

 

(2) 特高の歴史（近現代） 

◆加点要素の合計１５点→１５点満点◆ 
◎特高（明治末期） 

a 第２次桂太郎内閣の時期に警視庁に置かれた ………２点以内 

b 無政府主義者らが弾圧されて幸徳秋水が処刑された大逆事件を機に置かれた ………３点以内 

◎特高（昭和初期） 
c 田中義一内閣の時期に全国に配置された ………１点以内 

d 普通選挙制による最初の総選挙で無産政党が８名の当選者を出したことを機に全国に配置された 

  ………３点以内 

e 日本共産党が公然と活動したことを機に全国に配置された ………１点以内 

◎昭和戦後期 

f ＧＨＱから特高の廃止を含む指令が出された ………１点以内 

g 東久邇宮稔彦内閣は人権指令の実行をためらった ………２点以内 

h 五大改革指令を受けた幣原喜重郎内閣のもとで特高が解体された ………２点以内 


